
感染拡大に対する警戒強化宣言

～第２波を防ぐために～



新型コロナウイルス感染症患者の状況（広島県・6月30⽇判明分〜）
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うち感染経路不明

新型コロナウイルス感染症患者の推移（広島県）
【検査結果判明⽇ごとに整理】

（累計） 前日比

延213人（+4）

7月20日20時整理

48人





広島県における感染者の状況（年代別）
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６月３０日以降判明分は，２０～３９歳の割合が多い。







【７月20日18時時点】

〇 確保病床数 １８１床

（今週目途に２６６床に増床）

〇 入院者数 ３３人

〇 空床率 ８１．８％

〇 重症者 ０人



現状分析
• 第１波は高齢者や福祉施設クラスターが中心
• 今月に入って，飲食店等で感染拡大
• 若年層が多い
⇒ 広範囲にわたって移動，活動しているケース

が散見される

専門家
• 「第２波の入り口に差し掛かっている」

• 「このまま推移すると大幅に感染者が増加する恐
れがある」
⇒ 再度の行動制限等は回避することを基本に，

早急に感染拡大防止対策に取り組む。



～攻めの第２波対策へ～

「広島積極ガード宣言」



基本方針

• 行政は徹底した早期の新規感染者の捕捉等
による感染拡大防止対策に取り組む。

• 県民及び事業者は徹底した感染予防対策に
取り組む。

• これらを両輪として県民・事業者・行政が連携
して警戒を強化し，第２波到来を阻止すること
を基本方針とする。



感染防止対策

感染者個別の
人的接触の遮断

経済的副作用＝小

・早期検査
・積極的疫学調査 等

医療機関等との
連携が必要

全体的人的接触の
遮断

・外出自粛，休業要請 等

遮断効果＝大

経済的副作用＝大



感染拡大に対する警戒強化宣言～第２波を防ぐために～

行政の取組

① 早期の新規感染者の捕捉と入院等措置の実施

「検査体制の拡充」

身近な医療機関での検体採取

「検査対象の拡大」

従来よりも幅広かつ迅速に検査実施を判断

② 積極的疫学調査の徹底

③ 感染防止対策を整備した店舗等の拡大

④ 国の接触確認アプリ等のデジタル技術の活用



感染拡大に対する警戒強化宣言～第２波を防ぐために～

県民の皆様へのお願い

①感染予防策(マスク着用，手洗い等)を改めて徹底

②体調不良時は早期の受診

③感染防止対策を講じている飲食店（新型コロナウイ

ルス感染症対策取組宣言店等）の利用

④国の接触確認アプリ等デジタル技術の活用

⑤リスクが高い地域への移動や施設の利用は控える

⑥感染者・医療関係者やその家族等を誹謗中傷・

差別することは決して行わない



感染拡大への警戒強化宣言～第２波を防ぐために～

事業者の皆様へのお願い

①ガイドラインに沿って各職場にあった感染予防対策を

講じる

②従業員等が体調不良を訴えた場合には，休暇の取得を

促し，あわせて速やかな医療機関への受診を促す

③飲食関連事業者等は感染予防策を講じて「新型コロナウ

イルス感染症対策取組宣言店」として宣言

④国の接触確認アプリや今後県が導入するQRコード等デジ

タル技術を積極的に導入

⑤リスクが高い地域への移動や施設の利用は控えるように，

従業員に注意喚起


